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Ⅰ．土地・建設産業局関係予算概算要求総括表 
 

 
 

２ ９ 年 度 うち 前 年 度 倍　率

要求・ 要 望額 新しい日本の 予 算 額
ための優先

（Ａ） 課題推進枠 （B） （Ａ／B）

１．地籍整備の推進 12,658 1,862 11,621 1.09

　うち　地籍調査の推進 11,480 1,116 10,800 1.06
        　　　※この他、復興関係経費182百万円がある。

　　　　都市部官民境界基本調査 626 531 400 1.57

　　　　山村境界基本調査 218 160 152 1.43

２．不動産市場の環境整備等の推進 4,934 562 4,497 1.10

(1) 不動産情報の整備・提供の充実等 4,509 251 4,298 1.05

　うち　地価公示 3,691 0 3,691 1.00

　　　　不動産情報基盤の整備 96 96 0 皆増

(2) 不動産市場の活性化のための環境整備 425 311 199 2.14

　うち　空き家・空き地バンクの標準化や地域協議会に
　　　　よる空き家・空き地等の有効活用・管理等への
　　　　支援

140 140 0 皆増

　　　　クラウドファンディング等を活用した空き家・
　　　　空き店舗等の再生の推進

136 136 0 皆増

　　　　公的不動産（ＰＲＥ）の民間活用の推進 60 0 32 1.86

３．建設市場の環境整備等の推進 882 197 563 1.57

　うち　社会保険等未加入対策の更なる推進 36 0 11 3.26

　　　　技能者のキャリアパスの見える化に向けた検討 43 43 30 1.43

　　　 「建設業女性定着モデル」推進パッケージ 81 0 55 1.47

　　　  建設分野における外国人材活用の適正化事業 111 111 76 1.46

        建設産業生産性向上支援事業 216 0 168 1.29

　　　　建設リサイクル体系における新技術を活用した
　　　　生産性向上等に向けた調査・検討

22 22 0 皆増

４．建設産業・不動産業の国際化の推進 150 150 111 1.35

５．その他 243 0 237 1.02

合　　　　　　　　計 18,866 2,772 17,030 1.11

（注２）　計数は、それぞれ四捨五入によっているので、合計及び倍率は、一致しない場合もある。

（注１）　上記の「地籍調査の推進」経費は、地籍調査費負担金及び社会資本総合整備事業の社会資本整備円滑化地籍整備事業分である。

（単位：百万円）

区　　　　　　　　　分
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Ⅱ．土地・建設産業局関係予算概算要求の基本方針 

平成２９年度土地・建設産業局関係予算概算要求においては、国民

生活・経済の基礎的な制度インフラである地籍整備、地価公示等の着

実な推進を図りつつ、担い手の確保・育成と生産性の向上を通じた建

設産業の活性化、空き家・空き地バンクの標準化、インスペクション

の普及促進等による既存住宅・不動産流通市場の活性化、クラウドフ

ァンディング等を活用した空き家等の再生の推進、公的不動産（ＰＲ

Ｅ）の民間活用の推進による不動産投資市場の更なる拡大、建設産業

・不動産業の国際化の推進に重点的に取り組む。  
 

 

 

総    額：１８，８６６百万円（１．１１） 

うち新しい日本のための優先課題推進枠：２，７７２百万円 

  
 

 

総    額：１８２百万円 

 

 

一般会計  

東日本大震災復興特別会計  
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Ⅲ．主要施策 

１．建設・不動産市場を支える土地情報インフラの整備 
（１）地籍整備の推進  

・市町村等による地籍調査の推進 

         １１，４８０百万円（前年度１０，８００百万円） 

うち優先課題推進枠１，１１６百万円 

 ※ 上記の金額は、地籍調査費負担金及び社会資本総合整備事業の社会資本整備円滑

化地籍整備事業分である。 

 ※ この他、復興関係経費（復興庁計上 182 百万円）がある。 

 

市町村等が行う地籍調査（一筆毎の土地について境界、面積等を調査・

測量し、正確な土地境界情報を示す地籍図等を作成。平成 27 年度末での

進捗率は 51％）について、土地取引の円滑化、大規模災害に備えた事前防

災対策の推進、被災後の復旧・復興の迅速化、インフラ整備の円滑化、民

間都市開発の推進等に貢献するものを負担金により重点的に支援する。  
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・地籍調査に必要な基礎的情報を整備する国による基本調査の推進 

              ８４４百万円（前年度５５２百万円） 

うち優先課題推進枠６９１百万円 

  
市町村等による地籍調査を促進するため、進捗が遅れている都市部・山

村部において、国が地籍調査に必要な基礎的な情報を整備・保全する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

国が現況の官民境界の測量等を

行った結果や公図、道路台帳附図

等が示す官民の境界情報を図面等

にまとめ、市町村等に提供すること

で地籍調査を促進 

都市部官民境界基本調査  

【現状と課題】

○ 地籍調査の進捗率は、都市部では 24％（平成 27 年度末時点）
に留まる 

○ 地籍調査が未実施の場合の課題 
・ 都市部における円滑な土地取引、インフラ整備、民間都市開

発等に支障 
・ 大規模災害の被災後の迅速な復旧・復興に支障 

南海トラフ地震の津波浸水想定地域を中心に、国が官民の境界情報※１を整備  

 
土砂災害のおそれがある地域を中心に、国が主要な土地境界情報※２を保全  

○ 地籍調査の進捗率は、山村部では 44％（平成 27 年度末時点）

に留まる 

○ 地籍調査が未実施の場合の課題 

・ 高 齢 化 や過 疎 化 の進 展 により土 地 境 界 情 報 が喪 失 すること

によって、山村地域の地籍調査が極めて困難になるおそれ 

・ 土 砂 災 害 が発 生 した際 、境 界 確 認 に困 難 な作 業 を要 し、迅

速な復旧・復興に大きな支障 

山村境界基本調査  

国が公図や現地精通者等から

収集した主要な土地境界情報を

図面等にまとめ、市町村等に提供

することで地籍調査を促進 

［成果となる地図のイメージ］［境界確認の様子］  

現況と公図等による境界の

相違等を示す図面 

【 公図等の境界情報 】 

【 現況の境界情報 】 

［現況測量の様子］ 

［山村部における公図の例］ 

【現状と課題】 

※１ 道 路等 と民 有地の境界 点 及びそれを結んだ線に関 する情 報

※2 三 筆が交わるような主要 な境界 点等に関する情報  

（中央防災会議資料を基に作成）  

※ 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 の

発 生 確 率 は極 めて高 く、

被 害 想 定 地 域 は 広 範

囲 な都 市 部 にわたる 

津 波 の高 さ２ｍ以 上 と想 定

されている地 域  

南海トラフ巨大地震による 
津波浸水被害想定地域 
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・民間等の測量成果を活用した都市部における地籍整備の推進 

                １３１百万円（前年度７６百万円） 

うち優先課題推進枠５５百万円 

  
地籍整備が特に遅れている都市部においては、円滑な土地取引及び民間

開発等による都市再生の促進、被災想定区域での防災力向上に寄与する観

点からも地籍整備のより一層の推進が求められている。このため、地籍調

査以外の民間事業者、地方公共団体の公共事業部局等が作成する測量成果

を地籍整備に活用することを促進するための支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・最新の測量技術による地籍調査の効率化の推進 

                 ４８百万円（前年度３８百万円） 

  
地籍調査の更なる推進のため、最新の測量技術を活用した効率的な調査

手法を検討し、当該手法に係る作業要領等を作成することで、市町村等に

よる地籍調査の効率化を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 【現状と課題】 

○ 都市部では、土地の有効利用等による都市再生の促進に加え、被災想定区域では災害への備

えが急務であるが、地籍整備の進捗は遅れている状況（平成 27 年度末時点で 24%） 

○ また、公 共 事 業 や民 間 開 発 事 業 等 の実 施 により多くの測 量 成 果 が存 在 するものの、地 籍 整 備

への活用は十分なされていない 

＜地籍整備推進調査費補助金制度＞ 
地方公共団体や民間事業者等が作成する地籍調査以

外の測量成果の活用を促進するため、人口集中地区又は
都市計画区域において、国土調査法第 19 条第 5 項に基
づく指定申請を行う者に対し補助金を交付（補助率：地方
公共団体 1/2 以内、民間事業者等 1/3 以内）し、都市部
の地籍整備を推進 

【国土調査法第 19 条第 5 項指定】 
土地に関する様々な測量・調査の成

果について、その精度・正確さが地籍
調査と同等以上の場合には、当該成
果を地籍調査と同様に取り扱えるよう
国土交通大臣等が指定 

※ 指定を受けると地籍調査終了地
域と同等の取扱いとなり、地籍調査
の実施は不要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【現状と課題】 

○ 地籍調査の重要性は増しており、実施市町村数は年々増加 

○ 地籍調査をより一層推進するためには、調査期間の短縮や経費削減が必要 

○ 土地境界の座標値を高精度に算出する技術として、衛星画像を用いた測量技術が進展 

土地の境界点について、現地で１点

毎に測量を実施し、座標値を算出 
土地の境界点について、衛星画像上

で座標値を一括算出 

測量作業の効率化  現地調査作業の効率化  

測量に係る期間と作業を軽減するため、精度が向上している

衛星画像を用いた測量技術を活用した作業手法を検討 

土地所有者の立会いにより、現地

で１点毎に土地境界の位置を確認 
土地所有者等が一同に会して図上の

作業のみで土地境界の位置を確認 

土地境界の位置に関する土地所有者間の同意形成に係る作業

を効率化するため、衛星画像を活用した作業手法を検討 

最新の測量技術による効率的な調査手法（現地調査・測量）を検討し、作業要領等を作成 
⇒ 市町村等による地籍調査の効率化を図り、地籍調査をより一層推進 

※ 本事業では、効率的な調査手法の検討のほか、専門家の派遣や広報活動、中長期的な地籍調査のあり方の検討等も実施 
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（２）不動産情報の整備・提供の充実等  
・地価公示の着実な実施 ３，６９１百万円（前年度３，６９１百万円） 

  
不動産取引の指標、課税評価の基準等の役割を担う重要な制度インフラ  

である地価公示について、その役割を十分に果たすため全国２６，０００  
地点で着実に実施する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）土地・不動産の最適活用による生産性革命（平成 28 年 4 月 11 日発表）  

 

地価公示の役割  

地価公示  

不動産の鑑定評価額の決定にあ

たっての規準となる  

公共事業用地の取得価格の算

定にあたっての規準となる  

○相続税評価  
→公示価格の８割を目安  
○固定資産税評価  
→公示価格の７割を目安 
 

○融資先の担保対象不動産の評価  
○自社所有不動産の時価評価  

標準地の「正常な価格」を公
示することで、一般の土地の
取引価格の指標となる  

一般の土地の取引 

不動産の鑑定評価 経済指標 

地価の変動率は重要な経済指標と

して使用されている  

課税評価 

公共事業用地の取得 

金融機関等 
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・不動産情報基盤の整備    ９６百万円【新規】＜優先課題推進枠＞ 

  
不動産取引の円滑化及び不動産関連ビジネスの創出・充実等を図るた

め、不動産関連データのオープン化やデータ提供方法の改善を行う。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇背景  

我が国経済の生産性向上には、土地・不動産について、流動化等を通じた有

効活用や、不動産関連ビジネスの創出・充実等を図ることが不可欠である。  

しかしながら、不動産取引の円滑化等に必要な不動産関連の公開データは十

分とは言えず、そのデータ提供方法についても改善が必要な状況にある。  

〇施策  

①  不動産関連の公開データの充実  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②編集・加工しやすい形式によるデータ提供  

  CSV※形式・API※による不動産関連データの提供  

  タブレット・スマートフォン対応のためのインターフェイス改善 

※CSV（Comma-Separated Values）：様々なソフトに取込可能で、容易に電子データの加

工・集計ができるデータ形式 

※API（Application Programming Interface）：あるコンピュータプログラム（ソフト

ウェア）の機能や管理するデータ等を、外部の他のプログラムから呼び出して利用で

きる機能 

〇効果  
 

※下線は追加検討項目  
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・不動産取引価格情報の提供   ２６８百万円（前年度２６８百万円） 

  
不動産市場の透明性向上を図るため、不動産取引当事者へのアンケート   

調査に基づく不動産の実際の取引価格に関する情報について、新たに不動  
産の属性情報を追加し、四半期毎にホームページ上にて提供を行う。  
 

 
 
 

・不動産価格の動向指標の提供    

８０百万円（前年度７０百万円）＜優先課題推進枠＞ 

  
不動産価格について、動向をより的確に把握するための指標の充実（カ

クテル・アプローチ※）を図るとともに、不動産価格指数の提供・改善を

行うことにより、不動産市場の透明性向上を通じた不動産取引の活性化

や、金融・マクロ経済政策へ活用に資する。  
※カクテル・アプローチ：とくに商業用不動産について、各種インデックス（賃料、利回り、空室    

率等）を整備し、多面的に価格動向を分析しようとするアプローチ  

【不動産価格指数（住宅）】  

 
 

 

 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130 住宅総合

住宅地

戸建住宅

マンション
（2010年平均=100）

＜対象物件の種類＞ 

更地（宅地）、建付地、中古マン

ション等、農地、林地 

＜情報提供項目＞ 

所在地、取引価格、土地の面積・

形状、建物の用途・構造、建築

年、最寄駅、今後の利用目的等 

＜新規項目＞ 

建物の階層数、改装の有無、前面

道路の幅員等 

＜提供件数＞ 

約 280 万件（H18.4～H28.7 累計） 

＜WEB アクセス数＞ 

約 7,800 万件（H27 年度） 

・不動産価格指数とは、不動産の市

場価格の動向を適時・的確に表す

もの 

・近年の金融危機を受け、IMF 等が

国際指針を作成、G20 に不動産価

格動向について報告を要請 

・日本では、不動産取引価格情報を

活用し、全国・地域別、住宅・商

業用別に指数を算出 

H29 年度の取組み 

○不動産価格指数（住宅・商業用不動産）の安定的な運用  
○不動産価格指数（商業用不動産）の本格運用に向けた改善及び不動産市場の透明性向

上に向けた指標の充実  
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・不動産鑑定評価の充実 

３２百万円（前年度１５百万円）＜優先課題推進枠＞  
 

我が国経済の生産性向上のための不動産の有効活用に向けて、情報基盤  

である不動産鑑定評価の更なる充実が求められている。このため、今後見  

込まれる不動産市場の成長分野に適切に対応するための評価方法を確立

するとともに、新たに公的不動産等の利活用における不動産鑑定士の活用

促進に向けた調査検討を行う。  
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２．建設市場の環境整備 
（１）建設産業の担い手確保・育成  

・社会保険等未加入対策の更なる推進 

３６百万円（前年度１１百万円）  
 

 技能労働者の処遇改善による将来にわたる担い手確保と、適正に保険料

を負担する企業による公平な競争環境の実現のため、平成２４年度より建

設業の社会保険等未加入対策に取り組んでいるところ。  
こうした中、平成２９年度の目標年次を迎えるにあたり、保険加入状況

の実態を総括的に把握するとともに、取組の成果の検証と残された課題に

ついての検討を行う。 

 

 
 
 

 
 

 

・３保険への加入率  

      
※３保険：雇用保険、健康保険、厚生年金保険 

84%

11%
5%

３保険加入
増加分
未加入

57%
15%

28%

３保険加入
増加分
未加入

※３保 険 いずれか加 入 している場 合 も 

「未 加 入 」に含 む 

企業別  

23 年→27 年
の増加分  

23 年→27 年
の増加分  

労働者別  
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・技能者のキャリアパスの見える化に向けた検討 

４３百万円（前年度３０百万円）＜優先課題推進枠＞  
 

建設業では職種や資格が多様化し、技能者の客観的なレベル把握が困難  
なため、個々の技能に対する適切な処遇がなされにくく、キャリアパスが  
見えづらい現状がある。  

  若者が希望を持って建設業に入職できるよう、キャリアパスの見える化  
に向け、平成２９年度に運用開始が予定される建設キャリアアップシステ  
ムに登録されたビッグデータを活用し、能力評価の統一的なルールの確立  
に向けた検討等を実施する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）建設キャリアアップシステムのイメージ  

現状 ・ 課題 技能者の能力評価の統一的ルールの確立

・ 職種や資格が多様化し、技能者の客観的なレベル把握が困難
→ 個々の技能者の技能の処遇への反映がなされにくい

→ 将来のキャリアパスが見えづらく、若年者の入職が進まない
要因の一つに

・ 事業者が小規模化し、個社での技能者の育成に限界

・ 能力評価の統一的ルールの確立を通じ、技能が処遇に反映されやす
い環境を整備

・ キャリアパスの見える化により、若者が将来に希望を持って入職できる
ような産業への転換

・ キャリアパスに応じた教育訓練機関等での教育訓練体制の充実により、
技能者の計画的な育成を促進

■ 建設キャリアアップシステムについて

・技能者に関する保有資格や講習受講履歴等の情報を登録するとともに、
工事現場での就業履歴を蓄積

・各関係者はそれぞれの利用目的に応じてデータを閲覧

【スケジュール】
平成27年度：「官民コンソーシアム」における検討の結果、「基本計画書」（シ

ステムに登録するデータの内容、データの閲覧等についての基本方針）を
取りまとめ

平成28年度：「基本計画書」に基づいたにシステム開発等
平成29年度：システム運用開始（予定）

統一的な能力評価（イメージ）

保有資格
職種毎に求められる技能
現場での作業実績 等

（標準的な年齢）
（代表的な職業訓練）

客観的なレベル把握

○ 個々の技能の処遇への反映
○ キャリアパスの道筋の明確化
○ 技能者の計画的な育成に活用

建設キャリアアップシステムに登録された
ビッグデータを分析し、年齢や経験年数、
職種等に応じた保有資格等の情報を分析

① 建設キャリアアップシステムに登録されたビッグデータを活用し、年齢
に応じた保有資格や就労実績等の状況を分析

② ①の分析結果を活用し、統一的な「能力評価」の在り方について検討

③ ②の 「能力評価」に対応した教育訓練プログラムや将来的な処遇へ
の反映等の活用方策について検討

■ キャリアパスの見える化に向けた検討

平成29年度に運用開始が予定されている建設キャリアアップシステムに登
録されたデータの活用等により、キャリアパスの見える化に向けた検討を行う

建設キャリアアップ
システム

技能労働者毎の
• 資格データ
• 就労実績
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・「建設業女性定着モデル」推進パッケージ 

８１百万円（前年度５５百万円） 

 
 建設業における女性活躍については、官民挙げた「もっと女性が活躍で

きる建設業行動計画」（平成２６年８月策定）を受け、「５年以内に女性

倍増」を目指し、官民で様々な取組をスタートしているところ。  
こうした機運を中長期に建設業界全体に持続・浸透させていくため、世

間全体で建設業での女性活躍のイメージを浸透させるとともに、建設業者

の女性雇用に係る意識醸成や、育成メニューの開発等による女性活躍の地

盤固めを行う。 

 

  
 

 
地域レベルの活動を含め、機運は着実に進展。一方、新たな課題も明確化  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

取組の定着と業界全体へ
の浸透  

女性進出における新たな重点課題 
・「女性の活躍できる建設業」というイメージの一般層への浸透  

・建設業界の意識改革による受入体制の醸成  

・女性、若者等の育成メニューの開発  

・平成２６年度「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」を官民で策
定、「５年以内に女性倍増」を目指して、官民挙げた取組をスタート  

業界団体や企業レベル等
の独自の取組  
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・建設分野における外国人材活用の適正化事業 

１１１百万円（前年度７６百万円）＜優先課題推進枠＞  
 

復興事業の更なる加速を図りつつ、２０２０年オリンピック・パラリン

ピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大

に対応するため、平成２６年４月４日の関係閣僚会議において「建設分野

における外国人材の活用に係る緊急措置」が取りまとめられ、平成２７年

４月から当該緊急措置の対象となる外国人材の受入れが開始された。当該

緊急措置では、現行の技能実習制度を上回る監理体制を構築することとし

ており、監理団体及び受入企業に対して巡回指導等を実施する「制度推進

事業実施機関」の活用、管理システムの運営、外国人材の受入状況、不正

行為等の情報を共有する協議会の運営、送り出し国における事前訓練のモ

デル事業の実施、外国人建設就労者等の技能に応じた評価制度の構築等を

行うことにより、建設分野における外国人材活用の適正化を図る。  
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・多様な入札契約方式の導入・活用促進等の「担い手３法推進サイクル」

の強化             ８１百万円（前年度７１百万円） 

うち優先課題推進枠１０百万円 

 
平成２６年６月に改正された「担い手３法」の趣旨の一層の浸透を図る

ため、地方公共団体における新たな入札契約方式等の導入・活用を支援す

る「多様な入札契約方式モデル事業」の実施とともに、市町村をはじめと

した地域レベルにおける施工時期の平準化等の取組の悉皆調査、先進的な

取組事例の収集・効果分析、さらには専門家派遣等による発注者への直接

的な働きかけ等の強化を通じて、全国における現場の改善及び担い手の確

保・育成を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※モデル事業支援スキーム【継続】  
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（２）建設産業の生産性の向上  
・建設産業生産性向上支援事業 

               ２１６百万円（前年度１６８百万円） 

  
社会的ニーズが高まるインフラの維持管理や老朽化対策等のメンテナ

ンス時代への対応、ＩＣＴを活用した施工技術の導入等による生産性向

上、計画的な後継者育成による経営者の高齢化への対応など、建設産業を

取り巻く社会情勢の変化に対応する取り組みの中からモデル性の高い案

件を重点支援し、その事例を水平展開することにより地域を支える建設企

業の持続的な成長を実現する。  
まず、建設企業発案型支援として、技術士、中小企業診断士等の専門家   

が社会情勢の変化による建設企業の様々な課題の解決についてアドバイ

スを実施する「相談支援」、社会情勢の変化に対応する取組の中から、モ

デル性の高い案件を重点的に支援する「チームアドバイス支援」、「ステ

ップアップ支援」を実施する。  
加えて、専門家提案型支援として、研究会を立ち上げ、建設産業の特性  

を踏まえた中小・中堅建設企業が取り組み易い効果的な生産性向上モデル  
プランの策定と実行により、中小・中堅建設企業の生産性を底上げする「モ  
デルプラン実行支援」を実施する。  

  さらに、建設企業発案型支援と専門化提案型支援の好事例を業界内へ効  
果的に水平展開し、中小・中堅建設企業の持続的な成長を実現する。  
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・建設リサイクル体系における新技術を活用した生産性向上等に向けた

調査・検討        ２２百万円【新規】＜優先課題推進枠＞ 

  
高度成長期に建設された建築物の更新・解体への対応や、解体工事に関   

する安全性の向上、担い手の確保、大規模災害への備えに向けて、新技術  
を活用した建設リサイクル体系の生産性向上や、中長期的に持続可能な建   
設リサイクル体系の構築に向けた調査・検討を行う。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）中央建設業審議会・社会資本整備審議会 基本問題小委員会 中間とりまとめ 概要  
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３．不動産市場の環境整備 
（１）既存住宅・不動産流通市場の活性化  

・空き家・空き地バンクの標準化や地域協議会による空き家・空き地等の

有効活用・管理等への支援 

            １４０百万円【新規】＜優先課題推進枠＞ 

  
 需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空き家・空き地

等の流動性を高め、有効活用を推進する必要がある。  
このため、全国の空き家等の検索が可能な標準的な空き家・空き地バン

クシステムを整備するとともに、地方自治体と宅地建物取引業者等が連携

・協力した地域協議会による空き家等の有効活用・管理等への支援を行

う。  
 

 

 

 

＜標準的な空き家・空き地バンクシステムの整備＞

・ 物件情報の登録フォーマットを統一化した標準的な空き家・空き地バンクシステムを整備
・ 全国の空き家・空き地バンク物件をワンストップで閲覧することが可能なよう措置
・ 全国どこからでも消費者のニーズに応じた物件の検索が可能なシステムを導入

＜地域協議会による空き家等の有効活用・管理＞

・ 地方自治体、宅地建物取引業者、関係団体等による地域協議会を設置・運営
・ 地域協議会において、空き家等の活用相談・助言、啓発活動、マッチング、調査等を推進

＜遠隔地居住者向けの相談会等の開催＞

・ 地方に空き家等を所有している大都市圏の居住者向けの空き家活用フェアや相談会等を開催
・ 業界の協力の下、地元の宅地建物取引業者による所有者へのコンサルティング等を実施

施策内容

移住者に売却・賃貸

◎空き家・空き店舗の再生

起業等の場として提供

◎新たな消費・投資の喚起

地域活動の拠点として管理

◎地域コミュニティの活性化

施策の効果

・ 空き家等の需給のミスマッチを解
消し、新たな需要を創出

・ 地域での空き家等の適正な管理を
推進

現状
地域協議会による

空き家等の有効活用・管理

・ 多様なニーズに応じた物件紹介な
ど、消費者サービスの向上を推進

空き家・空き地バンクの標準化

・ 自治体ごとに仕様が異なり、一覧
性がなく、検索がしづらい

現状 Ａ市バンク

Ｂ市バンク

Ｃ市バンク

・ 物件情報の登録フォーマットを
統一化

・ 全国の空き家・空き地バンク物
件をワンストップで閲覧可能に

・ 消費者のニーズに応じた検索
が可能なシステムを導入

消費者 消費者
全国

空き家・空き地
バンク

・ 空き家等の有効活用・管理には、
不動産取引の専門家である宅建業
者の協力が不可欠

・ 一部の地域において、自治体と宅
建業者等が連携・協力した対策が
進みつつある

所有者

・ 地方に空き家等を所有している大都市圏の居住者向けの空き家活用フェアや相談会、宅建業者によるコンサルティング等を実施

遠隔地居住者向けの相談会等の開催

将来像

将来像

民間の
不動産情報サイト

地域協議会

関係団体等

自治体

宅建業者

情報の連携

・ 自治体、宅建業者、関係団体等
による地域協議会を設置・運営

・ 協議会で空き家等の活用相談・
助言、啓発活動、マッチング、調
査等を推進
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・インスペクションや適正な建物評価の普及促進による既存住宅市場の

活性化の支援          ２１百万円（前年度２１百万円） 

  
国民資産である不動産ストックの流動化、不動産取引の円滑化等を推進

するため、インスペクションの実施の促進や、適正な建物評価の実務にお

ける定着等を図るための事業を実施する。  
 

 

 
 
  

・標準契約書の見直し等による賃貸住宅等の適正な管理の推進 

２２百万円（前年度１１百万円）＜優先課題推進枠＞ 

  
賃貸住宅の管理については、平成６年に「住宅の賃貸借媒介等及び管理

委託に関する標準契約書」を策定するとともに、平成２３年に「賃貸住宅

管理業者登録制度」を創設し、管理業務の適正化に向けた取組を進めてき

たところである。  
賃貸住宅の管理の一層の適正化を図る観点から、契約面も含めた現在の

管理実態等について調査を行い、現在の管理実務に即した契約事項等を整

理した上で、標準契約書の見直し等を実施する。  
 
 
 

・ 既存住宅市場の活性化を実現するためには、インスペクションの普及による買主・売主が安心
して取引ができる環境の整備や、適正な建物評価手法の普及・定着による円滑な住替えの促進
等が有効。

・ 一方、取引時のインスペクションの実施や適正な建物評価手法の活用は、実務において十分に
定着しているとは言い難い状況にあり、不動産取引の円滑化を図るための環境整備が不可欠。

施策の背景

◎インスペクションの実施の促進

・ 改正宅地建物取引業法の円滑な施行に向けて、消費者・宅建業者に対する広報や説明会の
実施 等

◎適正な建物評価手法の実務における定着の促進

・ 既存住宅価格査定マニュアル等を用いた査定結果と実際の成約価格の相互分析、金融機関
による担保評価の実態把握を実施。また、既存住宅価格査定マニュアル等を用いた適正な評
価のために必要となる宅建業者や金融機関が習得すべきノウハウの整理・周知 等

施策内容
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（２）不動産投資市場の更なる拡大  
・クラウドファンディング等を活用した空き家・空き店舗等の再生の推進 

                         １３６百万円【新規】＜優先課題推進枠＞ 

  
 クラウドファンディング等の小口の投資資金を活用した空き家・空き店

舗の再生・活用の推進のため、専門家派遣を通じた活用事例の形成を図る

とともに、普及・啓発セミナーを開催し、地域の不動産事業者のノウハウ

と知識の向上を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 人口減少、少子高齢化などを背景に、全国各地において空き家、空き店舗等は増加傾向に

あり、地域経済の活力や良好な生活環境の維持に向けた課題となっている。  
○ 空き家・空き店舗等の再生・活用事業では、金融機関からの資金調達が困難な場合が多か

ったため、クラウドファンディング等により小口の投資資金の活用を推進していくことと

されている。  （骨太の方針 2016、日本再興戦略（改訂 2016））  

背 景  

 
○ 投資資金を活用した空き家・空き店舗等の再生・活用事業を進める際には、建物状況等に関する

調査や的確なマーケティング方針の立案、投資家のニーズを踏まえた事業計画、資金調達計画の

策定等が必要となるが、地域の不動産事業者はこのようなノウハウを有していない場合が多い。 
○クラウドファンディング事業に必要な許認可を取得しても、実際の事業化が進まず、空き家・空き店

舗等の再生・活用の推進に繋がらない恐れがある。 

課 題  

 

１．クラウドファンディング等を活用した不動産再生事業化支援  

 目的：成功事例の形成、不動産事業者のノウハウ向上  
・クラウドファンディング等を活用した空き家・空き店舗等の再生事業を検討している地域の不動
産事業者に対し、検討段階に応じた専門家派遣等の支援を通じて、事業の実現性を高める。 

• 耐震性等、躯体構造の調査 （建築士）  
• 用途検討のための市場調査 （コンサルタント）  
• 改修プラン等の関係法令との適合性検討 （設計士）  
• 資金調達計画、事業計画策定 （中小企業診断士、会計士） 等  

空 き家 ・空 き店 舗 等 の 
所 有 者 との再 生 事 業  

実 施 について合 意  

建 物 の現 状 調 査  
活 用 方 法 の検 討  
利 用 者 の募 集 等  

地 域 活 性 化  
事 業 等 に活 用  

２．クラウドファンディング等を活用した不動産再生事業の普及・啓発のための取組  
目的：事例の共有化による他地域への波及、事業化促進 

施策内容  

クラウドファンディング
等 による資 金 調 達 、

工 事 着 手  

事 業 計 画 （改 修 、
資 金 調 達 等 ） 

の策 定  

①地域の不動産関連団体と連携した、小規模不動産特定共同事業セミナーの開催  
②成功事例・失敗事例の現地調査、事例集の作成 等  
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・公的不動産（ＰＲＥ）の民間活用の推進 

                             ６０百万円（前年度３２百万円） 

  
 財政健全化や地域の活性化に貢献するＰＲＥの民間活用事例を形成す

るとともに、成功事例の検討プロセスや課題・対応方策の見える化を進め

ることで、ＰＲＥの民間活用に取り組む自治体職員のノウハウ・知識の向

上を図り、ＰＲＥの民間活用を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

施 策

• PREの民間活用事例を形成するとともに、成功事例の検討プロセスや課題・対応
方策の見える化を進めることで、他の自治体への水平展開が期待される。

• PREの民間活用に取り組む自治体職員のノウハウ・知識が向上。

効 果

背 景

自治体の熟度 支援メニュー

これからPREの
有効活用に

取り組む

活用案件検討支援、先進自治体
の優良事例紹介（案件事例、活用
推進体制等）等

構想段階の
案件を持つ

マーケットサウンディング支援、事
業手法・スキーム検討支援、事業
化推進の助言 等

事業化中の
案件を持つ

公募関係資料（募集要項、契約書、
協定書等）作成支援 等

• 社会環境の変化や厳しい財政状況を背景に、公的不動産（PRE）の民間活用
等が求められている。

• 不動産証券化等の不動産投資スキームは、PREの民間活用を活性化させる
と期待されている。

• 政府としては、平成28年5月18日付PPP/PFI推進アクションプランにおいて、人
口20万人以上の自治体で平均２件程度のPRE利活用事業の実施を目指すこ
と等により、４兆円の事業規模を目標（平成34年度までに）としている。

２．公的不動産（PRE）ポータル
サイトの充実

• 貸付けや売却を行う際のモデル契約
書及び自治体職員向けの解説等を
作成し、公的不動産（PRE）ポータル
サイトで公開し、普及啓発を実施 等

１．PRE活用モデル団体支援事
業の実施

• PRE活用に関して先進的な自治体の
職員等の専門家派遣等を通じた、
PREの民間活用を検討する自治体に
対する専門的な事業化支援

• 29年度は支援先を倍増した上で、自
治体の熟度に応じたメニューを用意

公的不動産（PRE）の民間活用の推進

民間施設

事業者
建設・運営

公有地

公共
（管理者）

所有

地代

民間施設

事業者
建設・運営

公有地

公共
（管理者）

所有

地代

公共施設

事業者
建設後

公共が買取

【PRE民間活用モデルケース】 【モデル団体支援イメージ】

PREの民間活用を促進するために自治体の体制整備・人材育成とモデルとなる成
功事例の組成のために以下を実施する。
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（３）土地政策の新たな方向性を踏まえた施策展開  
１３百万円（前年度１０百万円）＜優先課題推進枠＞ 

 
  「土地政策の新たな方向性 2016」（平成 28 年 8 月国土審議会土地政策  

分科会企画部会とりまとめ）を踏まえ、個々の土地に着目した最適な活用  

・管理（宅地ストックマネジメント）を実現するため、新たな施策展開に  

ついて具体的な検討・調査を行う。  
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４．建設産業・不動産業の国際化の推進 
（１）建設・不動産企業のための海外ビジネス環境の整備  

 ４０百万円（前年度２９百万円）＜優先課題推進枠＞ 

 

 『日本再興戦略 2016』や『インフラシステム輸出戦略』に基づき、「質

の高いインフラ投資」を進め、「2020 年に 30 兆円のインフラシステム受

注を達成」という政府の目標を実現するためには、相手国政府との関係構

築や相手国の制度構築支援等の取組みにより、建設産業・不動産業の海外

展開のための基盤強化を図ることが必要である。 

 このため、二国間建設会議等による二国間の枠組みの構築・関係強化や

新興国でのビジネス環境改善につながる関連制度の整備・普及支援の拡充、

海外進出する企業に対する情報提供の重点化・高度化により、政府間でし

か為し得ないビジネス環境の整備を推進する。 

 

〇関連制度の整備・普及支援（対象分野・対象国の拡大） 
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（２）建設・不動産企業のための海外ビジネス機会の創出  
 １００百万円（前年度７２百万円）＜優先課題推進枠＞ 

 
 建設産業・不動産業の更なる海外展開を推進していくためには、ビジネ

ス環境の整備とあわせて、官民が連携した上流段階からの事業参画等、政

府間の連携や政府の持つリソースを最大限活用した取組みを進めていく

ことが必要である。 

 このため、プロジェクトの検討段階から相手国政府等と連携したフレー

ムワークの構築や独自の技術・ノウハウを有する我が国中堅・中小建設企

業の海外進出支援の拡充、地政学的に重要な拠点国と連携した第三国への

展開支援により、民間企業のみでは難しい海外での新たなビジネス機会創

出を支援する。 

 

〇中堅・中小建設企業の海外進出の総合的支援（対象国の拡大）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（この冊子は、再生紙を使用しています。）  


